
燃料電池トラック導入促進事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 宮城県（以下「県」という。）は、運輸部門における脱炭素化及び水素の利活用促進等を図

るため、燃料電池トラックの導入に要する経費について、予算の範囲内において燃料電池トラック

導入促進事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付等に関しては、

補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

（１） 燃料電池トラック 搭載された燃料電池によって駆動される電動機を原動機とし、内燃機

関を併用しない検査済自動車（道路運送車両法(昭和２６年法律第１８５号)第６０条第１項

の規定による自動車検査証の交付を受けた自動車をいう。）であって、道路交通法施行規則

（昭和３５年総理府令第６０号）第２条に規定する準中型自動車をいう。 

（２） リース事業者 商用自動車の貸渡しを業とする者をいう。 

 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、県内を拠点として運行する

燃料電池トラックを導入する事業とし、別表第１の補助要件を満たすものとする。ただし、国又は

地方公共団体の委託により燃料電池トラックを導入する事業を除く。 

 

（申請者） 

第４条 補助金を交付申請できる者は、以下の要件をいずれも満たす者とする。 

（１） 次のいずれかに該当する。 

イ 県内に本社又は事業所を有する事業者であること。 

ロ リース事業者であること。（補助事業により導入する燃料電池トラック（以下「補助対

象車両」という。）を、イに貸渡す場合に限る。） 

（２） 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金（商用車等の電動化促進事業（トラック））

（以下「国補助金」という。）の交付決定を受けていること。 

（３） 全ての県税に未納がないこと。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、燃料電池トラック導入

費用（６年間相当のメンテナンス費込み）とする。ただし、消費税及び地方消費税を除く。 

 

（補助金の額等） 

第６条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）に交付する補助金の額は、補

助対象経費とディーゼルトラック導入費用（補助対象車両と同等の仕様及び架装で６年間相当のメ

ンテナンス費込みの額から消費税及び地方消費税を除いた額）の差額から、国補助金の額を差し引

いた額とする。ただし、補助上限額は31,000千円とし、算定された額に千円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てるものとする。 



２ 前項の規定にかかわらず、補助対象経費について、国以外の団体からの補助金等（以下「その他

補助金等」という。）を併用し受ける場合は、前項の規定により算出した額からその他補助金等の

額を差し引いた額とする。 

 

（交付の申請） 

第７条 規則第３条第１項の補助金等交付申請書は様式第１号によるものとし、その提出期限は知事

が別に定めるものとする。 

２ 規則第３条第２項の規定により添付しなければならない書類は、別表第２のとおりとする。 

 

（交付の条件） 

第８条 規則第５条の規定により付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 補助事業の内容を変更する場合においては、様式第２号により知事の承認を受けること。

ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りでない。 

イ 申請のあった補助事業の目的や効果に影響しない範囲での変更 

ロ 補助対象経費の総額の２０％以内の減少 

（２） 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第３号により知事の承認を受ける

こと。 

（３） 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業が遂行困難となった場合において

は、速やかに、知事に報告してその指示を受けること。 

（４） 知事が補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るために、報告を求め又は現地調査等

を行おうとするときは、遅滞なくこれに応じること。 

（５） 第１２条第１項に定める期間内において、第３条に規定する補助事業の要件を満たし続け

ること。 

 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業完了日から起算して３０日以内の日又は交付の決定のあった日の属

する県の会計年度の翌年度の４月２０日までに、規則第１２条第１項の補助事業実績報告書を提出

するものとする。 

２ 前項の補助事業実績報告書は様式第４号によるものとし、添付書類は別表第３のとおりとする。 

 

（補助金の交付） 

第１０条 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。 

 

（財産の管理） 

第１１条 補助事業者又は補助対象車両の使用者（以下「補助事業者等」という。）は、補助対象車

両を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその適正な運用

を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、補助対象車両の車両登録日から６年以内に天災地変その他補助事業者等の責に帰

することのできない理由により、補助対象車両が毀損され、又は滅失したときは、様式第５号によ

りその旨を知事に届け出なければならない。 

 

 



（財産処分の制限） 

第１２条 規則第２１条の規定により財産処分の制限を受ける財産は、取得価格が50万円以上の補助

対象車両とし、同条ただし書に規定する知事が定める期間（以下「処分制限期間」という。）は、

取得後６年とする。 

２ 補助事業者は、処分制限期間内において、補助対象車両を処分しようとするときは、あらかじめ

様式第６号を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 知事は、前項の承認をしたときは、補助事業者宛てに通知するものとし、当該処分により収入が

あった場合等必要と認める場合には、期限を定めて補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を

補助事業者に請求するものとする。 

４ 補助事業者は、前項の規定による知事の請求があったときは、知事が定める期日（以下「納付期

限」という。）までに、交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を納付しなければなら

ない。 

 

（交付決定の取消し） 

第１３条 知事は、補助事業者が次のいずれかに該当したと認められるときは、補助金の交付決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他の不正の手段により、又はこの要綱の規定に反して補助金の交付決定を受けた

とき。 

（２） 補助金の交付決定の内容、これに付した条件、この要綱若しくは法令に違反し、又はこれ

らに基づく知事の請求に応じなかったとき。 

２ 知事は、前項による取消しをしたときは、補助事業者に通知するものとし、既に補助金を交付し

ているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１４条 補助事業者は、知事が前条第１項の規定による取消しをした場合において、知事の命令が

あったときは、知事が定める期日（以下「返還期限」という。）までに、交付を受けた補助金の全

部又は一部を返還しなければならない。 

 

（加算金） 

第１５条 補助事業者は、第１３条第２項の規定により補助金の返還を命ぜられた場合であって、知

事の請求があったときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該

補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除し

た額）につき年１０．９５％の割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。 

 

（延滞金） 

第１６条 補助事業者は、第１２条第４項の規定により補助金の全部又は一部に相当する金額の納付

を命ぜられ、これを納付期限までに納付しなかった場合であって、知事の請求があったときは、納

付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０．９５％の割合で計算し

た延滞金を県に納付しなければならない。 

２ 補助事業者は、第１４条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを返還期限までに納付しな

かった場合であって、知事の請求があったときは、返還期限の翌日から納付の日までの日数に応

じ、その未納付額につき年１０．９５％の割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。 



 

（暴力団の排除） 

第１７条 次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。 

（１） 補助事業者等が、暴力団（暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号。以下「排除

条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は補助

事業者等に係る役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をい

う。以下「役員等」という。）が、暴力団員（排除条例第２条第４号に規定する暴力団員を

いう。以下同じ。）であるとき。 

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関

係を有しているとき。 

２ 知事は、必要に応じ補助事業者等が、前項各号のいずれかに該当するか否かを宮城県警察本部長

に対して照会することができる。 

３ 知事は、補助事業者等が、第１項各号のいずれかに該当すること又は該当するに至ったことが判

明したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

４ 前項の規定による処分に関しては、第１３条から第１６条の規定を準用する。 

 

（書類の整備等） 

第１８条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収

入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度か

ら５年間保管しなければならない。 

 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和７年５月１４日から施行し、令和７年度予算に係る補助金に適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助

金にも適用するものとする。 

 

  



別表第１ （第３条関係） 

補助要件 

１ 別に定める期間内に燃料電池トラックの車両登録を完了すること。 

２ 燃料電池トラックの自動車検査証記録事項における「使用の本拠の位置」が県内であること。 

３ 燃料電池トラックが水素を燃料として走行していることが分かるラッピング等を施すこと。 

４ 県からの依頼（試乗会、展示会、普及啓発活動、走行データ提供等）に協力すること。 

 

別表第２ （第７条関係） 

交付申請書（様式第１号）添付書類 様式等 

事業計画 別記様式１ 

補助事業に係る見積書等の写し  

誓約書 

※申請者がリース事業者の場合、申請者と補助対象車両の使用者のもの。 

別記様式２ 

登記事項証明書（現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書）の写し 

※申請者がリース事業者の場合、申請者と補助対象車両の使用者のもの。（法人の

場合に限る） 

※申請日時点で、発行日から３か月以内のもの。 

 

県税納税証明書 

※申請者がリース事業者の場合、申請者と補助対象車両の使用者のもの。 

※申請日時点で、発行日から３か月以内のもので、全ての県税（宮城県に対して納

めるもの）に未納がないことを証明するもの。 

 

国補助金の交付申請書及び交付決定通知書の写し  

その他補助金等を受けている場合は当該金額が分かる書類（交付決定通知書等）  

 

別表第３ （第９条関係） 

実績報告書（様式第４号）添付書類 様式等 

事業実績 別記様式３ 

補助事業に係る証憑書類（契約書、請求書、支払証拠書類等）の写し  

補助対象車両の自動車検査証記録事項の写し  

振込先口座が確認できる書類（預金通帳等）の写し  

補助対象車両の写真（自動車登録番号及びラッピング等が確認できるもの）  

国補助金の実績報告書及び交付額確定通知書の写し  

その他補助金等を受けている場合は当該金額が分かる書類（実績報告書等）  

 

 

 


